教　　　育



	事　業　名
	内　　　容
	お問い合わせ
申し込み

	特別支援
教育
	「特別支援教育」とは、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導および必要な支援を行うものです。
	特別支援学校
	視覚障がい教育
	福岡視覚特別支援学校
（筑紫野市）

	
	聴覚障がい教育
	福岡聴覚特別支援学校（福岡市早良区）

	
	病弱教育
	古賀特別支援学校
（古賀市）

	
	知的障がい教育
肢体不自由教育
	太宰府特別支援学校
（太宰府市）

	特別支援学級
	市内の小・中学校



	筑紫野市教育委員会　
学校教育課
筑紫野市石崎1-1-1
☎092-923-1111

	特別支援学校等就学奨励費の支給
	特別支援学校、特別支援学級に通う児童生徒の学費に要する費用の一部を補助する制度です。
	各学校

	ふくおか就学サポートノート
	「ふくおか就学サポートノート」とは、特別な教育的支援の必要な子どもが一貫した継続性のある支援を受けることができるように、保護者（または本人）が主体となって作成・保管するものです。
※福岡県のホームページから入手できます。
	福岡県教育委員会
特別支援教育課
福岡市博多区東公園7-7
☎092-643-3914









	事　業　名
	内　　　容
	お問い合わせ
申し込み

	福岡県
肢体不自由
高校
奨学金制度
	　福岡県内に居住する肢体不自由高校生のための奨学金制度で返済の義務はありません。
【交付年額】
35,000円
【手続き】
毎年11月10日から12月10日の間
(1)願書　
(2)在学学校長の推薦書
(3)前年度課税所得証明書又は源泉徴収票を提出します。
※　その他詳細は右記までお問い合わせください。
	福岡県肢体不自由児協会
春日市原町3-1-7
クローバープラザ
☎092-584-5723

	あしなが
育英会
	　病気や災害など道路上の交通事故以外で保護者を亡くしたり、著しい障がいを負っている家庭の子どもへの奨学金制度を実施しています。
	東京都千代田区
平河町2丁目7−5 
砂防会館4F
☎03-3221-0888

	交通遺児
育英会
	道路上の交通事故により、死亡または重度の障がいを受けた人の子どもたち(高校･大学)に対する奨学金の貸与制度です。
	東京都千代田区
平河町2-6-1
平河町ビル3階
☎03-3556-0771

	犯罪被害
救援基金
	犯罪の被害により、死亡または重度の障がいを受けた人の子弟(大学のみ)に対し奨学金を給与しています。
	東京都千代田区麹町1―8
エミナビル2階
☎03-5226-1020
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